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市町村における子ども医療費支給制度の状況について 

 

 本県の公費医療費支給制度の円滑な実施につきましては、日頃から格別の御協力をいただ

き厚く御礼申し上げます。 

 さて、本県におきましては、乳幼児医療費支給制度を少子化対策の重要な柱と位置付け、

平成２８年１０月より、対象年齢の拡大等の制度の見直しを行うこととしております。 

 このことに伴い、多くの市町村で１０月までに制度の拡充が行われますので、別添のとお

り、平成２８年１０月１日時点の市町村の制度状況一覧を作成しました。 

 つきましては、周知について、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 送付書類 

  ・子ども医療費支給事業 市町村制度状況一覧（平成２８年１０月 1日時点） 

 

２ 県ホームページ掲載 

（掲載先） 

  福岡県ＨＰ＞子育て・教育＞子育て支援＞子育て支援＞乳幼児医療費支給制度について 

（アドレス） 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nyuuyouji.html 

（ホームページ・メールマガジン等掲載案） 

   福岡県内の多くの市町村において、平成２８年１０月より乳幼児医療費支給制度が拡

充されます。各市町村の制度状況一覧については、福岡県のホームページを確認くださ

い。 

 

                  福岡県福祉労働部 

児童家庭課ひとり親家庭支援係  中原 

                   TEL ：092－643－3257 

Mail：nakahara-m2408@pref.fukuoka.lg.jp 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nyuuyouji.html


平成28年度　子ども医療費支給事業　市町村制度状況一覧 （平成28年10月1日現在）

　福岡県子ども医療費支給事業の拡充（助成対象：就学前⇒小学生）に伴い、各市町村の制度が一覧のとおり改正されます（※改正のない市町村もあります）。
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乳幼児医療証
（※時期は現時点の

予定です）

福岡県 ● ○ ● ○ 800円 1,200円 3歳以上

1 北九州市 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 600円（※） 1,200円 ○ ○ ○（31年9月頃まで）

2 福岡市 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 600円 1,200円 ○ ○

3 大牟田市 ● ○ ● ○ 800円 ○ ○ ○（31年9月頃まで）

4 久留米市 ● ○ ● ○ 600円 1,000円 3,500円 ○ ○

800円（小３）

1,200円（小6)

6 飯塚市 ● ○ ○ ● ○ ○ 1,200円 ○ ○

7 田川市 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 柳川市 ● ○ 500円 ● ○ 600円 1,200円 ○ ○

9 八女市 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 1,200円 ○ ○ ○（35年3月頃まで）

10 筑後市 ● ○ ○ 500円 500円 ● ○ ○ 1,200円 ○ ○

11 大川市 ● ○ ● ○ 600円 1,200円 ○ ○

12 行橋市 ● ○ ● ○ ○ ○

13 豊前市 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○（32年3月頃まで）

14 中間市 ● ○ ● ○ ○ ○

15 小郡市 ● ○ ○ 500円 500円 ● ○ 800円 1,200円 ○ ○ ○（31年9月頃まで）

16 筑紫野市 ● ○ 500円 ● ○ 600円 1,200円 ○ ○

17 春日市 ● ○ ● ○ 800円 1,200円 3歳以上 ○ ○（33年10月頃まで）

18 大野城市 ● ○ ● ○ 600円 1,200円 ○ ○

19 宗像市 ● ○ ● ○ ○ ○

20 太宰府市 ● ○ ● ○ 600円 1,200円 ○ ○

21 糸島市 ● ○ ● ○ 800円 1,200円 3歳以上 ○

22 古賀市 ● ○ ● ○ 800円 1,200円 ○ ○

23 福津市 ● ○ ● ○ ○ ○ ○（30年3月頃まで）

24 うきは市 ● ○ ○ 500円 500円 ● ○ 600円 1,200円 3歳以上 ○ ○（31年9月頃まで）

25 宮若市 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○（35年3月頃まで）

26 嘉麻市 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 朝倉市 ● ○ ○ 500円 500円 ● ○ ○ 1,200円 ○ ○

28 みやま市 ● ○ ● ○ 600円 ○ ○ ○（29年3月頃まで）

29 那珂川町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 1,200円 ○ ○

30 宇美町 ● ○ ● ○ 800円 1,200円 ○ ○

31 篠栗町 ● ○ ● ○ 800円 1,200円 ○ ○

32 志免町 ● ○ ● ○ 800円 1,200円 ○ ○

33 須恵町 ● ○ ● ○ 800円 1,200円 ○ ○

34 新宮町 ● ○ ○ ● ○ ○ 1,200円 ○ ○

35 久山町 ● ○ ● ○ 800円 1,200円 ○ ○

36 粕屋町 ● ○ ● ○ 800円 1,200円 ○ ○

37 芦屋町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 水巻町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 岡垣町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 800円 3歳以上 ○

40 遠賀町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

41 小竹町 ● ○ ○ 500円 500円（※） ● ○ ○ 1,200円 ○ ○ ○（29年4月頃まで）

42 鞍手町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 桂川町 ● ○ ○ ● ○ ○ 600円 ○ ○ ○（29年3月頃まで）

44 筑前町 ● ○ ○ ● ○ ○ 1,200円 ○ ○

45 東峰村 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 大刀洗町 ● ○ ○ 500円 500円 ● ○ ○ 1,200円 ○ ○ ○（35年3月頃まで）

47 大木町 ● ○ ● ○ 600円 1,000円 3,500円 ○ ○

48 広川町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 1,200円 ○ ○ ○（29年9月頃まで）

49 香春町 ● ○ ○ 500円 ● ○ ○ 1,200円 小学生 ○

50 添田町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○（28年12月頃まで）

51 糸田町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 川崎町 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

53 大任町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○（35年4月頃まで）

54 赤村 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 3歳以上 ○

55 福智町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

56 苅田町 ● ○ ● ○ ○ ○

57 みやこ町 ● ○ ● ○ ○ ○

58 吉富町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

59 上毛町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○（30年4月頃まで）

60 築上町 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○（29年10月頃まで）

黒塗り 償還払です（窓口では支払が必要です）。
なお、県外受診や他医療併給等で償還払いとなる場合があります。 　　　小竹町　 ：中学生の入院自己負担は月20日上限です。

（※）北九州市：就学前の通院自己負担は経過措置で平成31年3月まで500円です。
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NO. 市町村名

入院 通院
所得制限
【○：無し】助成対象 1日あたりの自己負担額（月7日上限）

【○：自己負担無し】
助成対象 1月あたりの自己負担額

【○：自己負担無し】

500円

500円 1,200円

500円


